
 

 

 

１ 選定の基本的な考え方 

  候補者の選定は、原則として公募とし、複数の申請者に資格・提案書を提

出させるとともに、次の点に留意して選定するものとする。 

・業務実績及び技術者の確保されること 

・業務に対する取組方針・体制及び総合的に優れているもの 

・業務提案に優れていること 

 

２ 審査基準 

 審査基準による。 

 

３ 選定方法及び審査方法 

 【公募による選定】 

 (1)選定方法…第一次審査は書類審査を事務局で行い、朝霞地区４市共用火葬

場設置基本計画策定等業務候補者選定委員会において、第二次

審査として面接審査(プレゼンテーション)を行い、候補者を選定

する。 

  

 

委託名 
策定支援業務

候補者 
委託期間 担当課 選定方法 

朝霞地区４市共用火葬場

設置基本計画策定等業務

委託 

パシフィックコ

ンサルタンツ 

株式会社 

埼玉事務所 

契約日から 

令和８年 3 月 21 日まで 
政策推進課 公募 

令和７年度 朝霞地区４市共用火葬場設置基本計画策定等業務候補者の 

選定結果について 



(2)審査方法 

   ア 第一次審査…申請者が提出した書類について、事務局が、募集要項で示

した審査基準に基づき審査を行い、一定の水準を満たして

いる申請者を第二次審査に参加できる者として選定する。 

   イ 第二次審査…第二次審査に参加できる者が行ったプレゼンテーションに

ついて委員会の委員が、募集要項で示した審査基準に基づ

く項目ごとに、３段階で採点し、第一次審査と第二次審査

の合計点が最も高いものを候補者として選定する。ただし、

合計点が満点の 6 割に満たない場合は、候補者として選定

しない。 

 

４ 選定結果 

朝霞地区４市共用火葬場設置基本計画策定等業務委託 

【公募】 

 所管課：政策推進課 

   ＜審査結果（平均得点）＞ 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

埼玉事務所 
B社 

８３．５点 ６１．８点 

上記の結果により、「パシフィックコンサルタンツ株式会社埼玉事務

所」を受託候補者と決定する。 

 


